
理由

地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）現行システムがより有効かつ円滑に運
用できるよう、当該システムを構築してき
た左記業者と随意契約を行った。
地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）現行システムがより有効かつ円滑に運
用できるよう、当該システムを構築してき
た左記業者と随意契約を行った。
地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）現行システムがより有効かつ円滑に運
用できるよう、当該システムを構築してき
た左記業者と随意契約を行った。
地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）現行システムがより有効かつ円滑に運
用できるよう、当該システムを構築してき
た左記業者と随意契約を行った。
地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）現行システムがより有効かつ円滑に運
用できるよう、当該システムを構築してき
た左記業者と随意契約を行った。

地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）業務内容に精通し、適正かつ円滑な業
務が期待できる左記業者と随意契約を行っ
た。

滞納管理システム保守業務 大阪狭山市役所 西鉄情報システム
（株）

地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）現行システムがより有効かつ円滑に運
用できるよう、当該システムを構築してき
た左記業者と随意契約を行った。
地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）現行システムがより有効かつ円滑に運
用できるよう、当該システムを構築してき
た左記業者と随意契約を行った。

1,375,000円 ～令和7年3月31日

2,243,120円 ～令和7年3月31日
令和6年7月31日

令和6年7月31日
2,238,500円 ～令和7年3月31日

日本電気（株）関西支
社

令和6年8月1日

令和6年8月1日

戸籍総合システム改修業務（データクレンジ
ング作業）

大阪狭山市役所 令和6年7月31日 令和6年8月1日
2,376,000円 ～令和7年3月31日

大阪狭山市役所及びニュータ
ウン連絡所

令和6年7月31日 令和7年1月1日
490,160円 ～令和7年2月28日

富士フイルムシステム
サービス（株）公共事
業本部　関西支店

随意契約結果一覧表

令和6年10月1日
～令和8年9月30日

場　所
契約日
契約金額
令和6年7月31日
19,998,000円

児童手当の拡充に伴う人事給与システム改修
業務

大阪狭山市役所 令和6年7月31日 令和6年8月1日 日本電気（株）関西支
社

請負人

令和６年度児童手当システム改修業務 大阪狭山市役所 令和6年7月31日 令和6年8月1日

住民情報システム保守業務 大阪狭山市役所 令和6年7月31日

ＮＥＣキャピタルソ
リューション（株）

日本電気（株）関西支
社

件　名 期間

8,371,000円 ～令和7年3月31日

住基ネットワークシステム機器の賃貸借（再
リース）

令和6年8月1日 日本電気（株）関西支
社

(単価契約)

二輪の小型車及び二輪の軽自動車に係る軽自
動車税申告手続きのオンライン化に伴う軽Ｏ
ＳＳ・軽ＪＮＫＳに関する基幹税務システム
改修業務

大阪狭山市役所

組織力・意欲向上改革支援業務 大阪狭山市役所　他 （株）リンクアンドモ
チベーション

17,643,472円 ～令和7年3月31日


